
人工呼吸器装着患者の移送立ち合い実施率
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指標の説明

CEが集中治療室で業務を行っている施設に対して、人工呼吸器装着患者の院内移送立ち合いを実施している施
設の割合を示します。厚労省は生命維持管理装置装着患者の移送立ち合い実施を推進していますが、ここでは生
命維持管理装置の代表として人工呼吸器（用手式は含まず）を取り上げています。
一部だけでもCEが行っている施設の実施率となります。
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